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規

則
（
人
）

○
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

通

達

○
「
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
運
用
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
…
…
…
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…（
東
京
都
人
事
委
員
会
）…
�

規

則
（
人
）

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
及
び
第
三
条
中
「
第
五
条
第
四
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
イ
の
部
中
「オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局
局
務
担
当
部
長

」
を
「政

策
企

画
局
局
務
担
当
部
長

」
に
改
め
、
同
部
一
の
項
中
「局

に
所
属
す
る
総
務
部
長

」
を
「局

に
所
属
す
る

子
供
政
策
連
携

総
務
部
長

室
子
供
政
策
連
携
推
進
部
長

」
に
、

「東
京
都
都
民
安
全
推
進
本
部

総
合
推
進
部
長

」
を

東
京
都
住
宅
政
策
本
部

住
宅
企
画
部
長

都
営
住
宅
経
営
部
長

「東
京
都
住
宅
政
策
本
部

住
宅
企
画
部
長

都
営
住
宅
経
営
部
長

」
に

改
め
、
同
部
二
の
項
及
び
同
部
三
の
項
中
「東

京
都
都
民
安
全
推
進
本
部

」
を

東
京
都
住
宅
政
策
本
部

「警
察
学

オ
リ
ン

「東
京
都
住
宅
政
策
本
部

」
に
改
め
、
同
表
ロ
の
部
二
の
項
中

校
の
部
長
（
職
務
区
分
一
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
総
合
対
策
官

」
を
「警

察
学
校
の
部
長
（
職
務
区
分
一
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

」
に
、
「、

消
防
学
校
長
及
び
消
防
技
術
安
全
所
長

」
を
「及

び
消
防
学

校
長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

通

達
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